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日本のごみ清掃センターに目を向けてみよう（２） 

不燃・有害ごみと資源物編 

 

前回の記事では家庭から出されるごみの収集方法と可燃ごみについて紹介しました。

今回は、不燃ごみ・有害ごみ、カン・ビン・ペットボトルなどの資源物について紹介し

ていきます。 

 

１．不燃ごみ・有害ごみ 

 

ごみの分類は各市町村によって違います。今回、取材にご協力を頂いた千葉県八千代

市では以下の物を不燃ごみ・有害ごみとしています。回収頻度は月に 2回。こちらのご

みを出す際も、可燃ごみと同じように規定の有料ごみ袋に入れて捨てる必要があります。 

 

 
資料１：八千代市が定めている不燃ごみ・有害ごみ 

 

回収された不燃ごみは作業員の手作業によってさらに細かく分別し、資源として再利
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用できるものやごみとして処分するものなどおよそ 12 種類に分けていきます。 

 

たとえば、ラジカセの場合、分解して外側のプラスチックと内側の金属類に分け、さ

らに基盤を取り出します。精密で細かくきれいに分けることによって、より鉄の純度が

高くなり再利用がしやすくなるため、八千代市ではこれらを作業員の手作業によって行

っています。一般家庭でこのような分解作業をするのは難しく、その上、細かく分けて

も回収に手間がかかってしまうため、施設内で作業員による分解作業を行い再利用に繋

げています。これは非常に大変で労力が必要な作業です。だが、これを経て、本来は捨

てられるはずだったごみが少しでも減り、そこから見つけ出された資源は再利用され、

また新しいものへと生まれ変わっていくことができるのです。 

 

実際、各地の自治体では、市民から不要になった携帯電話などの小型電子機器を回収

し、分解選別作業を経て取り出された金・銀・銅を回収して、2020 年東京オリンピック

大会組織委員会による「都市鉱山から作る！みんなのメダルプロジェクト」に提供しま

した。ごみから採取された資源をメダルの一部にも再利用することは、ごみの分別、回

収、再利用が進んでいる日本ならではの、とても日本らしい発想です。 

 

 
資料２：不燃ごみ・有害ごみを手作業で仕分ける作業員 
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資料３：仕分けられた資源物（左から基盤、鉄くず、プラスチック類） 

 

２．資源物 

 

資源物は、カン・ビン・ペットボトル類と紙・布類となっていてそれぞれ週に一度の

回収があります。これらを捨てる場合、指定のごみ袋は必要がなく、収集場所に持って

行くだけで回収してもらうことができます。 

 

 

資料４：八千代市が定めている資源物（カン・ビン・ペットボトル類） 

 

カン・ビン・ペットボトル類を捨てる場合、八千代市では前日までに収集場所に清掃セ
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ンターから収集箱が運ばれてくるので、その中に分けて入れることになっています。 

 

捨てる際にも一工夫が必要です。ジュースなどの飲み物が入ったカン・ビン・ペット

ボトル類は必ず中身を捨てて、きれいにゆすぎます。また、ペットボトルはラベルを剥

がし、ラベルは燃えるゴミに捨てます。面倒に思えるこの作業ですが、これはリサイク

ルをする際に違う素材が混ざっていると質が落ちるということから、必要とされている

作業なのです。また、捨てる前にきれいにゆすぐことは、ごみの悪臭を減らすことがで

きる上、作業員の作業環境の向上にも繋がります。誰しも、臭い・汚いといった環境で

作業をするのは好きじゃありません。ですから、ごみを出す人も、その後にそのごみを

処理してくれる人のことを考えて、きれいにしてから出すのは必要なことです。 

 

家庭から出るごみを減らすために、企業も努力をしています。キリン社ではペットボ

トルのラベルを剥がしやすくするために、ミシン目を付けるのはもちろん、剥がす箇所

をわかりやすくするために、目立つ文字を入れたり、剥がし始めの箇所だけに細かいミ

シン目を入れて剥がしやすくする工夫がされています。また、アサヒ飲料社では、一部

のインターネット販売サイト限定で、ラベルがついていないラベルレスボトルの販売を

始めています。 

 

 

資料５：企業によるごみ削減のための工夫 

 

清掃センターへ回収された資源物はそれぞれの種類ごとに分けられて処理されます。

カンは空き缶選別機の中に入れて鉄製のスチール缶とアルミニウム製のアルミ缶に分

けられ、潰して固めます。ペットボトルもカンと同様、ベルトコンベアーの機械の中に

入れて、作業員が資源にならないものを取り除き、その後、機械で圧縮梱包します。ビ

ンは作業員の手によって色分けされます。 
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資料６：機械で圧縮梱包されるペットボトルとカン 

 

 
資料７：作業員が色ごとにビンを分けている様子 

 

紙や布類の資源物も週に一度の回収となっています。リサイクルのため、紙は資料 

６にある通り、5種類に分けてそれぞれ紐を使って十字に結んで収集場所へ持って行く

必要があります。牛乳や飲料などに使われているパックは、飲み切った後にゆすいで乾

かします。その後、はさみで切って平らにして重ねてひもで結びます。 
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資料８：八千代市が定めている資源物（紙と布類） 

 

 
資料９：回収された紙と布類 

 

清掃センターで分別作業が行われた資源物はそれぞれの種類に応じたリサイクル工

場や取扱業者などへ運ばれて行き新しい製品へと生まれ変わります（資料１０参照）。 

例えば、選別機でアルミ缶とスチール缶に分別され、圧縮梱包されたアルミ缶はリサイ

クル工場でアルミ板にしたあとまた新たなアルミ缶として生まれ変わったり、車のホイ

ールをはじめとした自動車部品や鍋、フライパンなどといったアルミ製品にも再生され

ます。スチール缶は鉄でできていますので、スチール缶の他にも、自動車や冷蔵庫、洗

濯機、建設資材へと再生されます。ガラス瓶ももう一度ガラス瓶になるほか、道路のア

スファルト材に混ぜたり、建築用断熱材として使われているグラスウールや歩道用のタ

イルにもなります。ペットボトルは使われる幅が広く、ジャージや手袋、ハンガーなど

の衣料関連品のほか、ペンや定規などの文房具、または卵パックなどの日用品にもなり
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ます。そして紙パックなどの紙資源はトイレットペーパーやティッシュなどにリサイク

ルされます。リサイクルされたものは、どれをとっても私たちの生活と密接にかかわっ

ている身近なものだということが分かります。次回は完結編、粗大ごみに続きます。 

 

 

資料１０：リサイクル工程を経て再利用されていく資源物 

 

 

文/照片 原田捷子 

http://www.keguanjp.com/kgjp_zuozhe/pt20180711093533.html
http://www.keguanjp.com/kgjp_zuozhe/pt20180711093533.html

